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１ 計画策定の背景と目的 

 アライグマ（カニクイアライグマを含む。本計画中以下同じ。）は北米や中南米が原産地で、

ペットなどとして日本に輸入され、飼われていたものが逃げたり、捨てられたりして野生化し

ました。県内では、野生化したアライグマによるスイカ、トウモロコシなどの農作物への食害

や、人家へ侵入して天井裏を糞尿で汚すなどの生活被害が平成10年頃から発生しています。 

また、トウキョウサンショウウオ、アカテガニなど貴重な野生生物への影響も指摘されてい

ます。 

  こうした被害に対し、本県は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律

第88号。以下「鳥獣保護法」という。）」に基づき、被害を発生させた個体の捕獲を中心とした

被害対策を講じてきましたが、平成17年６月の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律（平成16 年法律第78号。以下「外来生物法」という。）」の施行を受け、市町

村はじめ住民、農業者、関係団体など多様な主体とともに、より計画的、総合的に被害対策を

進めるため、平成18年４月１日から平成23年３月31日の５年間を計画期間とする防除実施計

画（以下「前計画」という。)を策定しました。 

 前計画では、計画期間中の当面５年間の目標を「農業等人間生活への被害の軽減・解消」と

「希少な動植物又は地域生態系における重要な動植物の保護」とし、被害報告のあった場所で

の捕獲を中心に取り組んできましたが、高密度に生息していると推定される地域（重点対応地

域）の一部で生息密度の低下が見られたものの、計画期間中もアライグマの分布の拡大が起き

ています。 

こうしたことから、引き続き対策を強化して進めることが必要と考え、目標を「生息分布域

の縮小」と「個体数の減少」とし、平成23年４月１日から平成28年３月31日の５年間を計画

期間とする第２次神奈川県アライグマ防除実施計画を策定します。 

また、計画の策定を通じ、市町村、住民、農業者、関係団体等が県内のアライグマ問題に対

する共通の理解を深め、情報の共有化を図ることにより、一層効果的で継続的な被害防除体制

を構築します。 

 

 

２ 特定外来生物の種類 

  ネコ目アライグマ科アライグマ属 
アライグマ（学名 Procyon lotor） 

カニクイアライグマ（学名 Procyon cancrivorus） 

 

 

３ 防除を行う区域 

  神奈川県全域 

 

 

４ 防除を行う期間 

  平成23年４月１日から平成28年３月31日 
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５ これまでの取組と現状 

前計画では、「農業等人間生活への被害の軽減・解消」を目指し、市町村を中心に被害報告の

あった場所での捕獲に取り組むとともに、希少な動植物又は地域生態系における重要な動植物

の保護に努めました。 

（１）農業等人間生活への被害の軽減・解消 

アライグマは、三浦半島一帯及びその周辺市町村を中心に分布していたことから、前計画

ではこの地域を重点対応地域として、農業被害や生活被害の軽減と解消に向けて、この地域

を中心に捕獲等を行いました。 

＜取組＞ 

ア 農業被害軽減等のための捕獲等の実施（被害者、市町村、県） 

 被害者、市町村及び県がそれぞれの役割分担に基づいて、被害を軽減するための捕獲

等を行いました。 

○ 被害者（地域住民、農業者等） 

・被害を発生させる個体の捕獲、家屋侵入箇所の封鎖や防護柵の設置などの被害防

止策等の実施 

・目撃情報の市町村への提供 

○ 市町村 

・各市町村が毎年度策定する事業計画に基づく、被害防止策の指導や、農業者への

わなの貸出し、委託業者による捕獲や捕獲後の処分等の支援 

・重点対応地域（横須賀三浦地区）における横須賀市を中心とした集中捕獲の試行 

・目撃や痕跡の確認された場所における計画的な捕獲等 

○ 県 

・市町村が実施する被害防止事業や捕獲事業に対する財政的支援 

・各地域鳥獣対策協議会（事務局：各地域県政総合センター）における被害防除対

策についての議論・検討・実効性のある被害防除対策の実践 
・アライグマの生態に応じた効率的な捕獲を行うための研修の実施、市町村が実施

する捕獲事業に対する技術的支援 

 

イ 農業被害防除実証事業の取組み（県） 

効率の高い捕獲方法や密度を低下させるための捕獲方法の試験を平成 18 年度から平

成20年度までの３年間実施しました。 

 
ウ モニタリングの実施（県） 

防除実施計画のモニタリングとして、市町村からの報告に基づき、捕獲されたアライ

グマの捕獲場所、性別、体重等、基礎的データの収集及び分析を行いました。さらに、

その結果について、「アライグマ防除実施計画検討委員会」で検討し、今後の方針等につ

いて協議しました。 

 

エ 普及啓発（市町村、県） 

○ 市町村 

地域での捕獲を推進するためのチラシの作成及び目撃情報の収集 

○ 県 

・市町村や農業協同組合の職員等を対象にした外来生物対策セミナーの開催 

・被害防除対策のためのパンフレットの作成 
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＜成果＞ 

ア 農業被害軽減等のための捕獲等の実施 

○ 捕獲の推進 

前計画策定前の鳥獣保護法に基づく捕獲許可を受けて有害鳥獣として捕獲したア

ライグマは平成10年度に４頭でしたが、捕獲数は平成17年度に1,063頭まで増加し

ました。さらに、前計画策定後の平成 18 年度には前年度の２倍近い 1,897 頭を捕獲

し、平成19年度から平成21年度は1,200頭前後で捕獲数が推移するなど、市町村を

中心とした取組によりアライグマの捕獲が推進されました。 

○ 農作物被害額の減少 

捕獲の推進等により、アライグマによる農作物被害額は、ピークである平成17年度

の約1,667万円に対して、平成21年度には約202万円になるなど減少が見られました。 

ただし、被害が防止できないことへのあきらめから被害報告が出されない場合も多

く、被害額は、必ずしも実態を反映したものではないことに留意する必要があります。 

 

図１ 神奈川県のアライグマ捕獲数と農作物被害額 
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イ 農業被害防除実証事業の取組による有効な捕獲等の知見 

有効な餌の種類、わなの大きさと捕獲される個体の性質との関係、捕獲が多い環境及

び捕獲継続の効果など、有益な知見が得られました。 

 

ウ モニタリングの実施 

○ 捕獲効率の低下 

他地域に比べて大きい捕獲努力量をかけた横須賀三浦地域では、捕獲効率の低下が

見られ、この地域のアライグマ生息密度が低下した可能性のあることがわかりました。 

    ○ 捕獲情報の正確な把握 

計画の実施状況の把握及び効果的な捕獲を実施するためには、捕獲記録の正確な収

集が必要であることから、これを進めるため、捕獲記録の様式の改定や提出方法の統

一を行いました。 
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＜課題＞ 

○ 捕獲場所・捕獲時期の偏り（被害対応中心の捕獲） 

前計画期間中は、被害が発生した住宅や農地での捕獲が中心で、里山や緑地では、ア

ライグマが生息しているにもかかわらず、被害報告がないために捕獲の取組が行われに

くく、繁殖や分布拡大を防止できない状況でした。 

また、出産のための家屋への侵入被害や果樹や野菜などの農作物被害報告の多い春期    

から夏期に主として捕獲が行われ、アライグマの妊娠期である冬期や農閑期などにはほ

とんど捕獲されていないなど、生態に応じた効果的な捕獲の努力が不足していました。 

○ 低密度地域での分布の拡大 

前計画では生息密度が低い、あるいは生息していないと推定された県西部（相模川以

西）では、生息確認や捕獲の取組が進みにくく、分布域の拡大を防止できない状況でし

た。 

○ 生息状況の正確な把握が不十分 

生息状況は、市町村による被害対応の捕獲報告や目撃情報に基づいているため、被害

が無い地域については把握が難しい状況でした。 

○ 目標設定の手法 

正確に把握しきれない生息状況を基に個体数の変化予測を行い、捕獲目標を設定しま

したが、結果的に個体数の減少が図れませんでした。 

    

 

 

注１）市町村から提出された捕獲・目撃記録により作成 

注２）１メッシュは約１ｋｍ四方（３次メッシュ）で各メッシュは初めて捕獲があった年度で色分け 

 

 

 

図２ 神奈川県におけるアライグマの分布状況の変化 
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（２）希少な動植物又は地域生態系における重要な動植物の保護  

横須賀市秋谷、山中町、野比などにおいて、「トウキョウサンショウウオ」（絶滅危惧Ⅰ類：

神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006（平成 18 年７月発行）より）の生息数が、アラ

イグマの捕食により減少している可能性が指摘されています。 

また、三浦市三崎町小網代にある、通称「小網代の森」では、脱皮中のアカテガニなどの

甲殻類が捕食されることにより、生息数が減少している可能性が指摘されています。 

＜取組＞ 

○ 生態系被害防除の取組（県） 

アライグマにより捕食される可能性の高い希少な生物（トウキョウサンショウウオ、

アカテガニ等）の生息地域で捕獲を実施し、平成18年度から平成21年度までの４年間

に 49 頭を捕獲しました。 
＜成果＞ 

  アライグマの捕獲を行った地域で、トウキョウサンショウウオ卵塊数の増加が確認され

ました。 

＜課題＞ 

    希少種等の生息状況とアライグマの捕獲の因果関係は認められましたが、希少種等を保

護するためには、より計画的な取組が必要です。 

 

６ 本計画の取組 

 （１）目標 

平成10年度以降、延べ１万頭を超える捕獲を行ったにもかかわらず、アライグマによる

被害は解消していません。繁殖力や適応能力の高いアライグマは、野外に生息する限り、分

布域、被害地域は拡大していくと考えられるため、根絶に向けて個体数をできるだけ減らし、

また、分布域の拡大を抑制する必要があります。 

希少な動植物又は地域生態系における重要な動植物の保護については、捕獲による一定の

成果も見られたところですが、今後も希少種などの保護のために重要な地域におけるアライ

グマ個体数の減少、ひいては根絶に努める必要があります。 

こうしたことから、前計画に引き続き、本県における防除の最終的な目標は、アライグマ   

の全県域からの完全排除としますが、本計画期間である当面５年間の目標を次のとおりとし

ます。 

     

        

     

 

    この目標の達成に向けて、これまでの生息数推計及び個体数の変化予測による捕獲目標

の設定を変更し、より有効な指標と考えられる必要捕獲努力量（＊）を設定して、面的に、

継続した捕獲に努めます。（資料Ⅰを参照） 

 

＊必要捕獲努力量：繁殖等による増加分を上回る捕獲により、アライグマの個体数を減

らすために最低限必要な捕獲努力量のことで、ある一定の捕獲努力

量を投入すれば個体数が減少に向かうことを前提にした数値。捕獲

努力量（延べわな設置数＝わな設置数×設置晩数）と捕獲効率（捕

獲数／捕獲努力量）の変化から算出する。いずれも単位面積当たり

に換算して算出する。 

 

○生息分布域の縮小 

○個 体 数 の 減 少 
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（２） 防除 

ア 防除の進め方 

○ 生息状況、被害状況を把握するためのモニタリングを実施し、防除の効果検証を行

い、その結果を防除事業の実施に適切に反映していきます。 

○ 生息していても被害報告がない地域での捕獲方法について検討を進め、捕獲場所・

捕獲時期の偏りを少なくします。 

○ 生息密度が低い地域において、被害及び目撃情報の収集を強化し、得られた情報に

基づいて速やかな捕獲を行う体制の整備や技術の普及を進めます。 

○ 希少な動植物又は地域生態系における重要な動植物の保護について、今後も、市町

村等と連携して情報収集や捕獲等に努めます。 

○ アライグマによる被害の軽減・解消には、生息数を低減するための計画的な捕獲と

ともに、誘引要因の除去など生息環境の管理、農地や家屋への侵入を防ぐ被害予防対

策をあわせて実施します。 

○ 計画的な捕獲にあたっては、より一層の地域住民や関係者の理解と協力が不可欠で

あることから、アライグマの生態などの基礎知識や被害予防策等について普及啓発を

進めます。 

 

（ア）計画的捕獲等 

ａ 捕獲の方法  

（ａ）取組目標 

＜市町村＞ 

市町村は、捕獲体制と監視体制を整備し、各行政区域をメッシュ単位で管理しま

す。メッシュを、生息メッシュ及び生息未確認メッシュに区分し、毎年度の生息状

況を把握したうえで、生息メッシュについては個体数減少を、生息未確認メッシュ

については非分布状態の継続を取組目標として防除に取り組みます。 

 

図３ 生息メッシュと生息未確認メッシュ 
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○ 生息メッシュ（図３における■及び■のメッシュ） 

前計画のモニタリング結果から、既にアライグマの捕獲、目撃、痕跡が認めら

れたメッシュとそれに隣接するメッシュを「生息メッシュ」とします。 

生息メッシュでは、被害報告の有無に関わらず、毎年度のモニタリング結果に

基づき県が示す「必要捕獲努力量」を目標として計画的に捕獲をし、被害の解消

と、計画期間内における地域からの排除に努めます。 

なお、「必要捕獲努力量」は、毎年度のモニタリング結果を踏まえ、適宜見直し

を行います。 

       

○ 生息未確認メッシュ（図３における□のメッシュ） 

前計画のモニタリング結果から、アライグマの捕獲、目撃、痕跡がない地域を

「生息未確認メッシュ」とします。 

このメッシュでは、監視体制を整備し、目撃や痕跡等により生息が確認された

箇所及びその周囲で計画的な捕獲を行い、地域への定着の未然防止に努めます。 

 

＜県＞ 

県は、希少な動植物又は地域生態系における重要な動植物をアライグマの捕食等

から保護をする必要がある地域において、希少種等の生息状況の把握と効果的な保

護策を検討し、計画的な捕獲等に取り組みます。 

また、本計画の実施に伴い捕獲効率が限りなく「０」に近づき、生息密度が低下

したと考えられる地域等において、根絶を目指すためのモデル的な取組を検討しま

す。 

 
（ｂ）捕獲等の実施 

上記におけるアライグマの捕獲及び捕獲個体の処理（以下「捕獲等」という。）は、

市町村を中心に地域住民や農業者、関係団体等が連携して実施します。県は、市町村

の取組に対し、財政的支援、技術的支援を行うとともに、生息状況等必要な情報収集

のため捕獲等を実施します。（事務手続は資料Ⅱを参照） 

また、特に保護すべき生物の生息する地域での捕獲等は、必要に応じて県が実施す

るほか、市町村、民間団体等と連携して対応を検討します。 

捕獲等は、目撃や被害情報があった地点に、わな等を設置して実施します。その方

法は次のとおりとします。 

○ 県及び市町村は、捕獲を行う地域ごとに捕獲等に従事する者（以下「従事者」と

いう）を配置し、従事者数、従事者とその担当区域、狩猟免許の有無等をまとめ従

事者台帳として管理します。 

○ 猟具は、狩猟免許を有する者が使用することとしますが、はこわなもしくはそれ

に類する器具を使用して捕獲をする場合は、適切な捕獲と安全に関する知識及び技

術を有していると認められる者については、免許非所持者であっても従事者に含む

こととします。 

     なお、捕獲等の際には、資料Ⅲ「捕獲等の際の留意事項」の「１ 捕獲方法等」を

遵守することとし、従事者に周知徹底します。 

市町村以外の者（住民、農業者、関係団体等）が捕獲等を実施する場合には、あら

かじめ捕獲等を行う地域の市町村に捕獲方法等を届け出る必要があります。市町村は、

届出内容が適当と認めた場合には、届出者を従事者とし、わなの設置期間や捕獲頭数

等必要な報告を求めます。 



 8 

ｂ 捕獲個体の取扱い 

捕獲した個体は、麻酔薬の投与等できる限り苦痛を与えない方法により殺処分し、焼

却、埋設など適切に処理します。また、処分方法については、動物の福祉に配慮した処

分（捕獲から処分まで）の検討を進めます。 

なお、捕獲個体について、学術研究、展示、教育その他公益上の必要があると認め ら

れる目的で譲り受ける旨の求めがあった場合は、捕獲等の実施主体となった県又は市町

村は、外来生物法第５条第１項に基づく飼養等の許可を得ている者又は同法第４条第２

号の規定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる者に譲り渡すことがで

きることとします。  

県又は市町村は、上記譲渡しのうち「その他公益上の必要があると認められる目的」

で行うものについて、次の要件を満たす団体を通じて譲り渡すことができることとしま

す。 

 ＜団体の要件＞ 

① 外来生物法の規定に基づく引取飼養等に係る許可を受けていること 

② 捕獲個体を一定数収容できること 

③ 捕獲個体を県又は市町村から速やかに引き取りできること 

④ 不妊手術、マイクロチップの装着、感染症の予防の措置を実施すること   

⑤ 譲渡し先（引取飼養者）への引渡し状況を記録し保管するとともに、継続的に必

要な情報収集・情報提供を行うこと 

 

（イ）緊急的な防除等 

    県は、希少な動植物に被害が生じるおそれがある場合その他の緊急時には、そのおそれ

を取り除くため緊急的な防除を実施します。 

    緊急的な捕獲等を行う場合には、従事者の配置、従事者への指示等については、上記（ア）

ａ（ｂ）のとおりとするとともに、捕獲した個体の取扱いは上記（ア）ｂのとおりとしま

す。また、傷病鳥獣、錯誤捕獲等により捕獲された場合にも、放野されることがないよう、

（ア）ｂのとおり取り扱うこととします。 

 

（ウ）モニタリング 

    捕獲状況は、取組目標となる必要捕獲努力量の算出に大きく反映されることから、市町

村の協力を得て捕獲状況の正確な把握に努め、正確な必要捕獲努力量の算出に努めます。 

市町村は、毎年度、アライグマの目撃情報、設置したわなの位置、個数、設置期間、捕

獲数等の捕獲状況、被害状況等を把握し、県に報告します。 

県は、市町村等から報告された目撃情報、捕獲状況及び被害状況並びに捕獲個体の分析

結果等をとりまとめ、特に保護すべき動植物の生息分布や被害状況を併せて把握し、防除

の効果を検証するとともに、各主体と協力してその結果を防除の実施に適切に反映するよ

う努めます。 

    また、県は、必要に応じて、モニタリングの内容の見直しを検討します。 

 

イ 生息環境管理 

   農地及び人家周辺等にアライグマを近づけないためには、農業者や住民などが連携し、地

域ぐるみで誘引要因の除去を徹底することが重要です。農地周辺をアライグマの餌場としな

いよう、農地に取り残し野菜や果実を放置せず、適正な処分を行うことが必要です。また、

人家周辺においては屋外に生ごみ等を放置しないなど適正な環境管理を行うことが必要です。 

   これらのことについて、県、市町村は連携して、住民等に普及啓発を行います。 
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ウ 被害防止対策 

   アライグマによる農業被害、生活被害を低減、解消するためには、農業者や住民によって

被害地への侵入を防止することが重要です。農地においては防護柵やネットの設置、家屋に

おいては侵入口をふさぐなど、侵入を防ぐための対策を講じることが必要です。県、市町村

は連携して、住民等に普及啓発を行います。 

 

７ 合意形成等 

  県及び市町村は、防除に当たって、防除を行う地域の住民、土地所有者、施設管理者等との

調整、合意形成に努めます。 

 ○ 防除を行う地域の土地所有者等に対しては、必要に応じて防除実施内容に係る通知を行い

ます。なお、説明を求められた場合には、直接説明し理解を得るよう努めます。 

○ 防除を行う地域に存する河川、水路等土地改良施設や緑地等の管理者に対しては、防除実

施内容に係る通知を行います。なお、説明を求められた場合には、直接説明し理解を得るよ

う努めます。 

 

８ 調査研究 

  県及び市町村は、効果的な防除手法の検討、生息実態把握、被害実態把握に当たっての各種

分析などについて、大学、試験研究機関等の協力を得て調査研究を進めます。 

 

９ 普及啓発 

  県、市町村、農業者団体等は、講習会の開催やパンフレットの活用等により、住民、農業者

等に対しアライグマの生態等の基礎的知識、被害予防策等の普及啓発に努めます。 

また、県は、防除実施計画の実施状況、モニタリング結果等をホームページ等により公表し、

防除事業の周知に努めます。 

 

10 推進体制 

（１）計画の実施 

   計画の実施に当たっては、県及び市町村を防除主体として、地域住民、農業者、農業者団

体、自然保護団体、研究機関等が連携して実施します。県は、市町村が実施する被害防除等

の事業を通じて、各実施者の取組に対して財政的支援を行うとともに、地域対策協議会にお

いて、広域的な被害防除等の対策や体制整備について検討を進めます。 

また、アライグマに起因する可能性のある感染症の予防及び緊急対応のため、県は、市町

村や試験研究機関等と連携し、体制整備を行います。 

各主体の役割分担及び実施体制は、資料Ⅳ及び資料Ⅴのとおりです。 

   さらに、アライグマによる被害は東京都等でも発生しており、都県境を越えて分布拡大し

ていくおそれがあるため、近隣都県と、生息状況、被害状況、捕獲状況等の情報交換等を行

い、効果的な防除に向けて連携します。 

      なお、目撃情報の収集などについては、今まで以上に地域住民や民間団体の協力が必要と

なることから、連携体制や協力内容などを必要に応じて検討します。 

 

（２）進行管理 

県及び市町村は、モニタリング結果や神奈川県鳥獣総合対策協議会における事業の効果検

証結果等をその後の事業に反映するよう努めます。さらに、県は、本計画の目標、防除方法

等について大幅な変更が必要な場合には計画を見直します。 
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＜進行管理の流れ＞ 
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Ⅰ 各市町村の計画的捕獲目標設定等についての考え方

前計画 第 2 次計画

【基準年の生息推計数】

○ 防除実施計画初年度（平成 18 年度）

の市町村ごとのアライグマ生息推計数

は、平成 16 年度のアライグマ捕獲記録

から算出した推定生息数とする。

【必要捕獲努力量】

○ 前年の市町村ごとの、設置したわな

の位置、個数、設置期間、捕獲数等の

捕獲状況（捕獲の有無にかかわらず）

から算出する。

○ 毎年度当初の推定生息数については、

モニタリング結果や前年度の捕獲結果

等をもとに柔軟に見直すこととする。

○ 必要捕獲努力量は、毎年度のモニタ

リング結果を踏まえ、適宜見直しを行

う。

○ 推計生息数は、モニタリング結果と

して示す。

【計画的捕獲目標の設定】

○ 各市町村は、基準年の生息推計数及び

個体数の変化予測を参考に、平成 18 年

度以降のアライグマ防除に向けた取組

目標（捕獲努力目標等）を設定する。

【計画的捕獲目標の設定】

○ 各市町村は、別に示す必要捕獲努力

量を参考に、アライグマ防除に向けた

取組目標（捕獲努力目標等）を設定す

る。

○ 重点対応地域は概ね 10 年以内、緊急

対応地域は概ね５年以内、要注意地域は

できる限り早期に地域からの排除に努

めることとし、毎年度、計画期間内の年

度ごとの取組目標を設定する。

○ 生息メッシュでは、被害報告の有無

に関わらず、被害の解消と計画期間内

における地域からの排除、生息未確認

メッシュでは、監視体制の整備をし、

地域への定着の未然防止に努める。

○ 各市町村は、毎年度の有害鳥獣被害対

策費に係る予算要望ヒアリング時（７～

８月上旬）までに、翌年度以降のアライ

グマ防除への取組内容（計画的捕獲目標

等）を検討し、県地域県政総合センター

（横浜市・川崎市は自然環境保全課）あ

て提出し、地域鳥獣対策協議会などの機

会を通じて県及び隣接する市町村等と

必要な調整を行い、事業計画としてとり

まとめる。

○ 各市町村は、毎年度の翌年度以降の

アライグマ防除への取組内容（計画的

捕獲目標等）を検討し、予算要望ヒア

リング時に県各地域県政総合センター

（横浜市・川崎市は自然環境保全課）

あて提出する。

○ 地域鳥獣対策協議会は県及び隣接す

る市町村等と必要な調整を行い、市町

村の事業計画として年度内に自然環境

保全課に提出する。

資料 Ⅰ
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Ⅱ 捕獲等に係る事務手続きについて

１ 県又は市町村以外の者が捕獲等を実施する場合

①届出書（様式１）の提出

②従事者証（様式２）の交付

③従事者台帳（様式３）の作成

④従事者証を返納し、

捕獲実施記録を報告

⑤捕獲実施記録（様式４）を

提出

①届出書の提出

捕獲実施者は、様式１の届出書に必要事項を

記載して提出。複数の捕獲実施者により捕獲等

を行う場合には、代表者が届出者になり、捕獲

等を実施する全員について届出書の従事者欄

に記載する。

②従事者証の交付

届出内容が防除実施計画に基づく防除と認

められると判断した場合は、従事者証を交付し

届出者に捕獲等の留意事項を説明。

③従事者台帳の作成と更新

届出者を従事者とし、従事者数、従事者の担

当区域、狩猟免許の有無等を従事者台帳として

作成し、変更等が生じた場合は更新する。

⑤捕獲実施記録の提出

届出者からの捕獲実施記録を四半期ごとに

まとめ、様式４の捕獲実施記録を管轄の県地域

県政総合センター（横浜市・川崎市は自然環境

保全課）へ送付する。

④従事者証の返納と捕獲実施記録の報告

捕獲期間終了後 30 日以内に従事者証を返納

するとともに、捕獲実施記録の報告をする。（複

数の捕獲実施者をまとめて代表者が届出を行

った場合には、代表者がまとめて従事者証の返

納と捕獲実施記録を提出する。）

※捕獲実施記録は様式４を参照。

県

捕獲等を実施する者

市町村

捕獲等を実施する者

市町村

資料 Ⅱ
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２ 県又は市町村が捕獲等を実施する場合

県

①従事者の配置

捕獲を行うエリアに従事者を配置する。

②従事者証の交付

従事者証を交付し捕獲等の留意事項を説

明する。

③従事者台帳の作成と更新

従事者数、従事者の担当区域、狩猟免許

の有無等を従事者台帳として作成し、変更

等が生じた場合は更新する。

⑤捕獲実施記録の提出

市町村が行った捕獲等については、様式

４の捕獲実施記録を四半期ごとにまとめ、

管轄の県地域県政総合センター（横浜市・

川崎市は自然環境保全課）へ送付する。

従事者（捕獲等を実施）

④従事者証の返納と捕獲実施記録の報告

捕獲期間終了後速やかに、従事者証を返

納するとともに、捕獲実施記録を報告する。

※捕獲実施記録は様式４を参照。

①従事者の配置

②従事者証(様式２)の

交付

③従事者台帳(様式３)

の作成と更新

④従事者証を返納し

捕獲実施記録を報告

⑤捕獲実施記録

（様式４）を提出

県 市町村

市町村

・自然環境保全課

・地域県政総合

センター

市町村鳥獣

行政所管課
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（様式１）

神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書

年 月 日
○○市町村長 殿

郵便番号

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日生

電話番号

神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲等を行うので、次のとおり届け出ます。

番号 ※

捕 獲 等 を し よ う と す る 目 的

( い ず れ か の 番 号 に ○ を 付 け る )

１ 計画的防除、２ 生活被害防除、３ 農業被害防除、

４ その他（ ）

捕 獲 等 を し よ う と す る 期 間
年 月 日から

年 月 日まで

捕 獲 等 を し よ う と す る 区 域 ・ 場 所

(いずれかの番号に○を付け、住所を記載する)

１ 住宅内、 ２ 住宅敷地内、 ３ 農地、 ４ 緑地、

５ その他（ ）

＜上記１～５の住所＞

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則

第７条第１項第７号に掲げる場所

□ 鳥獣保護区 □ 休猟区 □ 公道

□ 自然公園特別保護地区 □ 都市公園 □ 猟区

□ 原生自然環境保全地域 □ 社寺境内 □ 墓地

□ 特定猟具使用禁止区域 □ 特定猟具使用制限区域

捕 獲 の 方 法

捕 獲 後 の 処 置

捕獲等実施者

氏 名 住 所 区 分 生年月日
狩猟免許（上段）及び狩猟者登録証（下段）

番 号 交付年月日 交付した都道府県知事名

（第２面）
生 息 状 況 （ 目 撃 情 報 な ど ）

被 害 時 期

被 害 内 容

備考 １ ※印の欄には記入しないでください。
２ 不要な文字は抹消し、該当する項目の□にレ印を付してください。
３ 記入欄が不足する場合は、別に記入した書類を添付してください。
４ 「捕獲等をしようとする目的」又は「捕獲等をしようとする地域・場所」の「その他」

に○をつけた場合は、（ ）に具体の目的又は区域・場所を記入してください。
５ 「捕獲等実施者」欄の「区分」欄は、行政職員、住民、農業従事者、捕獲事業者、関係

団体（例：農協職員、猟友会員など）などを記入し、「狩猟免状許及び狩猟者登録証」欄
は、上段に狩猟免状、下段に狩猟者登録の番号等を記入してください。

また、所定の研修を受けた場合は、「狩猟免状及び狩猟者登録証」欄の「交付年月日」
欄の上段に研修を受けた日付を、「交付した都道府県知事名」欄に研修開催機関を記入し
てください。

添付書類 捕獲等をしようとする場所を明らかにした図面

法人にあっては主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



（様式２）

△△第○○号

注 意 事 項

１ 従事者証は、アライグマの捕獲等に際しては必ず携帯しなければならず、

かつ、他人に使用させてはならない。

２ 従事者証は、捕獲等をする期間終了後 30 日以内に、○○市町村長に返納し、

かつ、捕獲等について「捕獲実施記録」により報告をしてください。

捕獲等実績報告

捕獲等の場所 数量 備 考

（捕獲結果は、裏面に記載してください。）

※捕獲結果の報告方法は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づくアライグ

マの捕獲実施記録（様式４）を参照。

神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく

従 事 者 証（記載例）

○○市町村長

住 所 ○○市○○１－１

氏名（団体名） 神奈川 太郎（○○団体）

生年月日 昭和○年○月○日生

目 的
１計画的防除、２ 生活被害防除、３ 農業被害防除、

４その他（ ）

捕獲等をする区域 ○○市○○１－１

捕獲等をする期間 平成△△年○月○日～平成△△年○月○日

捕獲の方法 はこわな

捕獲後の処置
苦痛を伴わない方法等による致死処分後に

焼却

備 考

印

15



（様式３）

氏 名 住 所 区分 生年月日 番 号 交付年月日 交付機関名

神奈川 太郎 横浜市中区日本大通１ 農業従事者 昭和30.1.1 1234567 平成17.9.15 神奈川県 日本大通１

34567890 平成19.11.15 長野県

神奈川 二郎 横浜市中区日本大通１ 捕獲事業者 昭和33.3.1 なし 海岸通２

備考
狩猟免許及び狩猟者登録

神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等従事者台帳 －記載例入－ 市町村名：

担当区域
従事者名等

№

横浜市中区 2

捕獲を行うエリア 従事者数

例

行政職員、住民、農業従事者、

捕獲事業者、

16

備考 「狩猟免許及び狩猟者登録」欄は、上段に狩猟免状、下段に狩猟者登録の番号等を記入してください。

また、所定の研修を受けた場合は、「狩猟免許及び狩猟者登録」欄の「交付年月日」欄の上段に研修を受けた日付を、「交付機関名」欄

に研修開催機関を記入してください。

行政職員、住民、農業従事者、

捕獲事業者、

16



(様式４)
神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲実施記録（市町村報告用）　－記入例入－ 市町村名：

市・区 町丁目（番地等）
3次メッシュ

コード
目的 捕獲場所 設置日 解除日 捕獲方法 捕獲数 捕獲日 性別 体重（ｋｇ） 成獣幼獣 餌 錯誤捕獲日 錯誤捕獲動物

1 1 横浜市港南区 下永谷〇〇 3 3 2010/4/1 2010/4/30 はこわな 1 2010/4/10 オス 3.5 成獣 リンゴ

2 1 横浜市港南区 下永谷〇〇 3 3 2010/5/1 2010/5/30 はこわな 1 2010/5/25 メス 3.2 成獣 リンゴ

3 2 横浜市保土ヶ谷区 桜ヶ丘○× 1 4 2010/4/1 2010/6/30 はこわな 1 2010/5/20 オス 5.5 成獣 菓子 2010/4/20 ハクビシン

4 3 横浜市栄区 鍛冶ヶ谷◇ー△ 4 4 2010/4/11 2010/7/10 はこわな 1 2010/6/12 メス 4.3 成獣

5 3 横浜市栄区 鍛冶ヶ谷◇ー△ 4 4 2010/7/11 2010/9/10 はこわな 0

6 3 横浜市栄区 鍛冶ヶ谷◇ー△ 4 4 2010/10/11 2010/12/10 はこわな 1 2010/11/1 オス 4.6 成獣

7 － 横浜市金沢区 朝比奈□△ 2 1 2010/4/15 2010/4/15 手捕り 1 2010/4/15 オス 0.25 幼獣

8 － 横浜市金沢区 朝比奈□△ 2 1 2010/4/15 2010/4/15 手捕り 1 2010/4/15 メス 0.25 幼獣

9 4 横浜市金沢区 朝比奈×○ 2 1 2010/4/4 2010/4/21 手捕り 1 2010/4/15 メス 0.25 幼獣

10 4 横浜市金沢区 朝比奈×○ 2 1 2010/4/4 2010/4/21 手捕り 1 2010/4/15 メス 0.25 幼獣

11 5 横浜市磯子区 氷取沢 53390438 3 3 2010/8/12 2010/9/30 はこわな 0

12 2 横浜市保土ヶ谷区 川島町×△ 3 3 2010/9/1 2010/10/30 はこわな 0

13 5 横浜市栄区 公田町△ー□ 4 4 2010/10/1 2010/11/30 はこわな 0 2010/11/20 ハクビシン

備考

１　記録は記入例を確認しながらわな別に１行ずつ記入してください。同一のわなで複数個体が捕獲された場合は、捕獲された各個体につい て記載してください。　　　　　　　　　　　　

２　わな番号は、分かる範囲でなるべく記載してください。記載がない場合は、努力量算出等で記録の補正があることをご了承ください。

３　住所は記載が可能な場合は番地まで。不可の場合は３次メッシュコードを記入してください。

４　捕獲実施状況の目的と捕獲場所は次のコードを記入してください。

　　目的：計画的防除=１ 生活被害防除＝２　農業被害防除＝３　その他＝４

　　捕獲場所：住宅内＝１　　住宅敷地内＝２　　農地＝３　　緑地＝４　　その他＝５

５　捕獲の詳細の性別、体重、餌はできる限り記載してください。

６　記入欄が足りない場合はこの面を複写して使用してください。

ID その他特記事項

住所 捕獲実施状況 捕獲の詳細 錯誤捕獲の状況

わな番号

1
7



（様式５）

市町村名：

№ 受付日 目撃日時
場所

市町村名 字名 通報者 目撃した状況 対応（回答）
捕獲等の
実施の有無

備考

例 H18.5.9 Ｈ18.4 19時 横浜市 中区日本大通１ 住民 ①公園内で目撃した。 情報としてとりまとめる 有

1

2

3

4

アライグマの目撃情報（平成△△年度第○四半期） －記載例入－

わかる範囲で次の区分を

記載してください。

①住民

②自然観察者

③狩猟者

目撃した状況を次の①～⑤により記載

するとともに、頭数がわかる場合は頭数

を記載する。

①個体を目撃した。

②被害にあって捕まえた

③死体があった

④足跡や痕跡があった

地番までわかる場合は地番まで 目撃情報のあった箇所で、

その後捕獲等を実施したか

○四半期ごとに御報告いただいている「野生鳥獣による生活被害」に記載していない、目撃情報について記載してください。

○報告は、各地域県政総合センター（横浜市及び川崎市の区域は自然環境保全課））に四半期ごとにお願いします。

18

5

6

7

8

9

10
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Ⅲ 捕獲等の際の留意事項

捕獲等の際には、次の事項に留意して行います。

１ 捕獲方法等

○ 錯誤捕獲及び事故の発生防止に万全の対策を講じるものとし、事前に関係地域住民等への

周知を図るとともに、外来生物法に基づく防除を実施していることを証する書類を携帯しま

す。

○ わな又は網を使用して捕獲する場合には、次の事項に留意することが必要です。

・ わな又は網それぞれに、外来生物法に基づく防除のためのアライグマ捕獲である旨、防

除主体（県又は市町村）又は捕獲実施者の住所、氏名、電話番号、設置期間等を記載した

標識の装着等を行います。

・ 設置場所を一日一回以上巡視します。その際、錯誤捕獲があった場合は速やかに放野し

ます。また、餌を使用して捕獲を行う場合は、他の鳥獣を誘引し、結果として当該鳥獣に

よる被害の発生の遠因を生じさせることのないよう適切に行います。

・ その場で殺処分ができない場合、運搬の際に個体が逃げることがないよう施錠を施すな

どの適切な防止措置が必要です。

○ 鳥獣保護法第２条第５項に規定する狩猟期間中及びその前後における捕獲に当たっては、

同法第55条第１項に規定する登録に基づき行う狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されることの

ないよう適切に実施します。

○ 鳥獣保護法第 12 条第１項又は第２項で禁止又は制限された捕獲は行わないこととします。

○ 鳥獣保護法第 15 条第１項に基づき指定された指定猟法禁止区域内では、同区域内において

使用を禁止された猟法により捕獲を行わないこととします。

○ 鳥獣保護法第 35 条第１項で特定猟具使用禁止区域（銃器）として指定されている区域にお

いては、銃器による防除は行わないこととします。

○ 鳥獣保護法第 36 条に基づき危険猟法として規定される手段による防除は行わないことと

します。

○ 銃器による防除を行う場合は、鳥獣保護法第 38条において禁止されている行為を行わない

こととします。

○ 捕獲した個体は、麻酔薬の投与等できる限り苦痛を与えない方法により殺処分し、焼却、

埋設など適切に処理します。

２ 感染症等に対する予防、緊急対応体制

（１）予防

アライグマは、人に感染する可能性のある病原体等を媒介することも考えられるため、捕

獲した個体の取扱いには、次のとおり予防等を行い、十分注意します。

○ 捕獲した個体を取り扱う際には、革手袋の着用等によりケガを防ぎます。

○ 捕獲に使用した道具は使用後に消毒等を行います。

○ 取扱後は、手を十分洗います。

○ かまれたり、ひっかかれたりした場合には、傷口を石鹸と水で洗い流し、医療機関を受

診するなど適切な措置をとります。

（２）緊急対応体制

緊急事態発生時には、市町村を通じて捕獲等の従事者へ連絡をします。なお、緊急対応体

制については別に定めます。

資料 Ⅲ



20

Ⅳ 役割分担

捕獲等 被害防止対策・生息環境管理 モニタリング 普及啓発

県

【自然環境保全課】

・捕獲目標設定（必要捕獲努力量の

提示）

・生態系被害（希少動植物への影響）

が危惧される地域での捕獲等の

実施

・緊急捕獲等の実施

・市町村への財政的支援

【地域県政総合センター】

・所管地域での捕獲等への支援

（広域的連携推進、技術支援等）

【自然環境保全課・自然環境保全セ

ンター】

・効果的な被害防止対策、生息環境

管理手法の検討、情報提供

【地域県政総合センター】

・所管地域の実情に応じた被害防止

対策、生息環境管理の検討

【農業技術センター等】

・被害防止対策実施のための農業者

等への情報提供

【自然環境保全課】

・生息状況（分布、市町村捕獲デー

タの集約と分析）等のモニタリン

グ

・県内市町村、調査研究機関による

モニタリング、研究成果の集約と

分析、情報提供

・防除実施計画の進行管理・見直し

等

【地域県政総合センター】

・目撃・捕獲情報のとりまとめ

・被害状況のとりまとめ

・被害防止対策の把握

【自然環境保全課】

・外来生物問題、アライグマ

の生態、被害防止対策等の

普及啓発

【地域県政総合センター】

・地域市町村等に対する防除

（捕獲、被害防止対策、生

息環境管理）の普及啓発

【保健福祉局】

・適正なペット飼養管理の普

及啓発

市

町

村

・必要捕獲努力量に基づく捕獲等の

実施

・農業者、住民等による捕獲等への

支援

・被害防止対策の実施、支援

・被害防止の技術的指導、助言

・継続的な目撃・捕獲等情報の把握、

報告

・被害状況の把握、報告

・地域の被害防止対策の把握と効果

検証

・地域住民、農業者に対する

防除（捕獲、被害防止対策、

生息環境管理）の普及啓発

関

係

団

体

・

住

民

等

【農協・農業者・住民】

・捕獲等の実施

【猟友会・狩猟者】

・狩猟の実施

・捕獲等のへの協力

・農業者・住民等による捕獲等への

協力

【自然保護団体等】

・特定地域等での生態系、特定種等

保護のための捕獲等の実施

【獣医師会】

・処分への協力

【愛護団体等】

・捕獲個体の飼養者（引取飼養者）

への斡旋、飼養

【農協・農業者】

・被害防止対策の実施（防護柵の設

置、維持管理等）

・農地の適正管理（放棄果樹、野菜

残さの撤去）

【住民】

・被害防止対策（家屋侵入経路の遮

断等）の実施

・生ゴミの適正管理、庭の取り残し

果樹撤去等、誘引要因の除去

【飼養者】

・適正飼養

・終生飼養

【各主体】

・目撃・捕獲等情報の報告

・被害状況の報告

・被害防止対策の記録と効果検証

【自然保護団体等】

・外来生物問題、アライグマ

問題等の普及啓発

調

査

研

究

機

関

・有効な捕獲方法の調査研究

・処分方法の調査研究

・有効な被害防止対策の調査研究

・効果的な柵の形状や設置方法の調

査研究

・モニタリングへの協力

・捕獲個体等分析調査

・感染症の検査

・生態系被害把握手法の検討

・外来生物に関する調査研究

成果発表

資料 Ⅳ
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Ⅴ 実施体制

調査研究機関

（研究所、大学等）

○モニタリングへの協力

○捕獲個体等分析調査

○生息数の推計

○必要捕獲努力量の算出

○感染症の検査

（学識経験者等）

○生態系被害把握手法の検討

県

（自然環境保全課、地域県政総合センター、自然環境保全

センター、農業技術センター）

○防除実施計画の策定・目標設定

○生態系被害防除のための計画的な捕獲等の実施

○緊急防除

○市町村等への支援（財政的・技術的）

○効果的な被害防止対策、生息環境管理手法の検討、情報

提供

○生息状況（分布、市町村捕獲データの集約と分析）等の

モニタリング

○県内市町村、試験研究機関によるモニタリング等の集

約、分析、情報提供

○事業計画の作成

○防除実施計画の進行管理・見直し

○効果的な防除方法についての研修

○国、近隣都県との連携、連絡調整

○外来生物問題、アライグマ対策についての普及啓発

市町村

○捕獲等の実施

○農業者、住民等の捕獲等の届出・報告受付

○農業者、住民等の捕獲等への支援

○被害防止対策の実施、支援、助言

○継続的な目撃・捕獲等情報の把握、報告

○被害状況の把握、報告

○被害防止対策の把握と効果検証

○事業計画の作成

○住民、農業者に対する防除の普及啓発

猟友会・狩猟者団体

○狩猟の実施

○捕獲等への協力

（○農業者、住民等による捕獲等へ

の協力）

自然保護団体

○生態系保護のための捕獲等の実施

○外来生物問題、アライグマ問題等の

普及啓発

愛護団体

○捕獲個体の引取り

飼養者への斡旋、飼養

県内獣医師会

○処分への協力

農業協同組合、農業者、住民

○捕獲等の実施（市町村への届出、捕獲等結果

の報告）

○被害防止対策（防護柵の設置、家屋侵入路の

遮断等）の実施

○農地、人家周辺の適正管理

○目撃情報の市町村への通報

○被害状況の報告

○地域の被害防除対策の記録と効果検証

資料 Ⅴ
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１ アライグマ・カニクイアライグマの生態について

【種名】
アライグマ（学名 Procyon lotor）・カニクイアライグマ（学名 Procyon cancrivorus）
ネコ目アライグマ科アライグマ属

【分布】
①原産地

アライグマ：北アメリカ
カニクイアライグマ：中南アメリカ

②国内分布
愛知県（1962年）で初めて野生化が確認されて以後、2009年時点では47都道府県で生息

情報がある。これらの侵入の原因は、飼育個体の逃亡・遺棄と推測されている。
神奈川県におけるアライグマの野生化は1988年頃起こったものと推測されている。

【特徴】
体重4～10数kg、頭胴長41～60cm、尾長20～41cm。白色の顔に黒色系のマスクを着けたよう

な外見で4～7の輪模様を尾に持つ。
蹠行性の歩行のために足跡は明瞭に残り、５本指の形状とその大きさから在来哺乳類との区

別がしやすい。

【生態】
夜行性。水辺を好むが、森林、湿地、農耕地、市街地など幅広い環境に生息する。
雑食性で、野外に定着した個体は、果実・野菜・穀類、小哺乳類・鳥類・両生類・爬虫類・

魚類・昆虫その他の小動物全般を採取する。

【繁殖】

参考資料 １

【繁殖】
一般的な交尾期は１～２月。約２か月の妊娠期間を経て、春に平均３～４頭の子を産む。

妊娠に失敗したり、出産初期に子が死亡した場合は、夏から秋に再度出産することもある。

【寿命】
野生では５年未満と推測されている。飼育下では10年程度。

【神奈川県のアライグマの繁殖生態について】
・出産時期は２月から10月であり、北海道で野生化したアライグマの報告よりも長く、原産

地域と比較するとテキサス南部やフロリダでの報告に類似している。
・１歳と２歳での妊娠率に差があることはこれまでの研究で確認されていたが、月齢での分

析より１歳半から妊娠率が高くなることがわかった。
・一腹の産子数に年齢ごとの違いはみられず平均3.9頭であり、原産地域および北海道での

報告と同等の産子数と考えられた。

【引用文献】
Kato, T., Ichida, Y., Tei, K., Asano, M., and Hayama, S. 2009.Reproductive

characteristics of feral raccoons (Procyon lotor)captured by the pest
control in Kamakura, Japan.
The Journal of Veterinary Medical Science 71(11): 1473-1478.

かながわ野生動物サポートネットワーク．神奈川の野生化アライグマ問題

牧野敬・橋井秀雄．2002．神奈川県自然環境保全センターに搬送されたアライグマ．神奈川県

自然環境保全センター自然情報第1号

日本生態学会編．2002．外来種ハンドブック．他人書館

中村一恵．1991．神奈川県におけるアライグマの野生化．神奈川県自然誌資料(12)

財団法人自然環境研究センター編．2005．日本の哺乳類改訂版．東海大学出版会

参考資料 １
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２ 県内市町村別捕獲数の推移
（単位：頭）

年度

市町村名

横浜市 2 6 16 28 63 131 355 187 170 225

川崎市 24 26 2 6

横浜・川崎地区 2 6 16 28 63 131 379 213 172 231

横須賀市 56 144 244 347 450 399 533 440 372 424

鎌倉市 136 210 228 184 104 119 312 165 190 131

逗子市 25 55 50 74 48 140 59 83 70

三浦市 20 19 147 143 128 142 205 71 58 83

葉山町 16 27 54 89 79 121 82 149 107

横須賀三浦地区 212 414 701 778 845 787 1,311 817 852 815

相模原市 18 24 34 10 8 24 35 37 35

厚木市 3 7 2 10 14 7

大和市 1 1 5 1 0

海老名市 1 0 10 1 2

座間市 0 1 0 2

綾瀬市 12 2 3 2

愛川町 30 13 12 24

清川村 0 1 0 0

県央地区 0 18 24 34 14 16 69 77 68 72

平塚市 6 5 9 16

藤沢市 2 63 27 16 25 25 17 14 24 22

H12 H13 H14 H15 H20 H21H16 H17 H18 H19

参考資料 ２

藤沢市 2 63 27 16 25 25 17 14 24 22

茅ヶ崎市 1 9 44 22 86 39 44 44 13

秦野市 2 0 0 0

伊勢原市 1 0 2 2 5

寒川町 6 3 4 9 5

大磯町 0 0 1 6

二宮町 1 0 0 0 1

湘南地区 2 64 36 61 47 118 67 69 89 68

南足柄市 0 0 0 0

中井町 0 0 0 0

大井町 0 0 0 0

松田町 0 0 0 0

山北町 0 0 0 2

開成町 0 0 0 0

足柄上地区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

小田原市 1 1 3 2 2 11

箱根町 0 0 0 0

真鶴町 0 1 0 0

湯河原町 0 0 0 0

西湘地区 1 0 0 0 0 1 3 3 2 11

津久井町 3

相模湖町

城山町 3 2 2 10 21

藤野町 0

旧県北地区 0 3 0 2 5 10 21

県 等 47 52 32 27

計 217 505 777 903 974 1,063 1,897 1,231 1,215 1,226
※ 旧県北地区は合併後は相模原市に含む

参考資料 ２
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（単位：千円）

年度
市町村名

横浜市 527 57 31 1 452 48 67
川崎市

横浜・川崎地区 0 527 57 31 0 1 452 0 48 67

横須賀市 36 1 47 30 1,303 642 361 498
鎌倉市 138 3 50 110 2
逗子市

三浦市 367 1,167 8,627 14,888 15,095 8,227 7,162 5,026 763
葉山町 223 2 125

横須賀三浦地区 0 764 1,171 8,726 14,888 15,235 9,657 7,804 5,387 1,261

相模原市 7
厚木市 69 77 65
大和市

海老名市 68
座間市

綾瀬市

愛川町 294 525 129
清川村

県央地区 0 0 0 0 69 77 294 525 7 262

平塚市 75 102 26
藤沢市 225 28 103
茅ヶ崎市

秦野市 134 28

H21H16 H17 H18 H19

３ 県内市町村別農作物被害額の推移

H12 H13 H14 H15 H20

参考資料 ３

秦野市 134 28
伊勢原市 168 31
寒川町

大磯町

二宮町 21 98

湘南地区 0 0 0 225 28 312 123 168 0 183

南足柄市

中井町

大井町

松田町

山北町

開成町

足柄上地区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田原市 644 1,052 86 56 76 247
箱根町

真鶴町

湯河原町

西湘地区 0 0 0 0 644 1,052 86 56 76 247

津久井町 56
相模湖町

城山町 14
藤野町

旧県北地区 0 14 0 56 0 0 0 0 0 0

計 0 1,305 1,228 9,038 15,629 16,676 10,612 8,554 5,518 2,020

※ 旧県北地区は合併後は相模原市に含む。

※ 四捨五入により合計が一致しない場合がある。

参考資料 ３
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期間

場所

内容

捕獲数

期間

場所

（１） 農業被害防除実証事業

農業被害の少ない冬の農閑期でも農地で捕獲された。

次の条件で捕獲を実施し、各方法の捕獲効率の比較から効果的な捕獲方法を検証する。
・わなの種類：はこわなを３種類使用する。
・餌：キャラメル味のコーン菓子、果物、肉の３種類
・設置場所：農地開放部、農地小屋脇、林縁獣道わき、果樹下、水路等
・設置方法：３種類のはこわなを各設置場所に２基程度計30箇所に設置。同一餌を10日間使用し
捕獲。10日後、数日の間隔をあけ、次の餌について同様に10日間設置

(1)捕獲効率の高い捕獲方法の実証

高密度地域における捕獲効率の高い捕獲方法と低密度地域における効果的な捕獲方法の実証を行
う。

横浜市（高密度）、藤沢市・小田原市（低密度）

調査地域内において聞き取り調査を実施し、被害発生地点及び既存資料の分析と合わせて生息場

４ 前計画における県の取組み

平成19年10月～平成20年３月

小型哺乳類、昆虫類から樹木の果実までの幅広い食性が明らかになった。

アライグマによる農業被害対策の一つとして、生息数を減少させるために、農地およびその周辺において捕獲を
実施し、効果的な防除方法を実証した。

ネコの錯誤捕獲防止には、果物が有効である。

行動状況をセンサー式のカメラ10基により調査するとともに、調査区域にはこわな20基を２週間
設置し、農地における効果的なわなの設置方法の実証を行う。また、捕獲した個体のうち15頭の
年齢、妊娠率、食性を分析する。

平成18年10月～平成19年１月

三浦市内

７頭（オス４頭、メス３頭）
林縁や水路、資材置場などの小屋付近で捕獲が多く認められた。

（２）低密度地域における効果的な捕獲の実施

得られた
成果

Ｈ18

Ｈ19
内容

参考資料 ４

捕獲数

期間

場所

捕獲数

大きなはこわなでは、他のはこわなより有意に大きな個体が捕獲された。

15頭：横浜市14頭(オス12頭、メス２頭)、藤沢市１頭(オス１頭)、小田原市０頭。

調査地域内において聞き取り調査を実施し、被害発生地点及び既存資料の分析と合わせて生息場
所を推定する。（１）の試験終了後、最も捕獲効率の高かった方法を用いて、推定された生息場
所で10箇所、２週間の捕獲を実施する。

・わなの種類：２種類のはこわなを各10基
・設置場所：農地開放部、水路脇、果樹下等
・設置時期：平成20年10月２日～平成20年11月５日（30日間）
・設置方法：はこわなを各設置場所に数ｍ間隔で３～４基程度設置(計20箇所)
・そ の 他：はこわなの設置前後に痕跡調査を２日間実施し、生息密度の変化を推定

(1)生息密度を下げるための捕獲（高密度地域：横須賀市内）

横須賀市（高密度）、茅ヶ崎市・藤沢市（低密度）

平成20年８月～平成21年３月

農業被害の少ない冬の農閑期でも農地で捕獲された。

ネコの錯誤捕獲の防止には果物が有効であった。

17頭：横須賀市15頭(オス10頭、メス５頭)、藤沢市２頭(オス１頭、メス１頭)、茅ヶ崎市０頭。

得られた
成果

捕獲されるまでの期間は最短で１日、最長で13日であった。

同じ地点で２頭目が捕獲されまるまでの期間は最短で２日、最長で８日であった。

・わなの種類：２種類のはこわなを最大20基
・設置場所：推定生息場所に足跡トラップを設置し、生息を確認した場所にはこわなを設置
・設置時期：平成21年１月20日～平成21年２月19日 （30日間）
・設置方法：はこわなを各設置場所に数ｍ間隔で３～４基程度設置(計20箇所)
・そ の 他：聞き取り調査を実施し、被害発生地点及び既存資料の分析から生息場所を推定し
た。

(2)捕獲効率引き上げのための捕獲（低密度地域：藤沢市内及び茅ヶ崎市内）

Ｈ20

内容

得られた
成果

農業被害の少ない冬の農閑期でも農地で捕獲された。

高密度地域では、20基・30日間の捕獲努力量投入後も痕跡が確認された。

参考資料 ４
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期間

場所

内容

捕獲数

期間

場所

内容

捕獲数

期間

場所

内容

捕獲数

期間

場所

内容

捕獲数

アライグマにより捕食される可能性が高い希少な生物（トウキョウサンショウウオ・アカテガニ等）の生息地域
で捕獲を実施した。

県内におけるアライグマの生息状況を分析することにより、アライグマの防除事業の推進、効果検証のための資
料とした。また、県内の推定生息数を算出し、モニタリング結果として示した。この推定値は捕獲データに基づ
いてこの程度は生息するだろうという大まかな見込み値であり、実際の生息数を示しているものではない。

６頭（オス２頭、メス４頭）

H18
横須賀市野比・葉山町上山口

平成19年３月

H19

H20

H21
三浦市三崎町小網代

平成22年１月～２月

15頭：横須賀市５頭（オス３頭、メス２頭）、葉山町10頭（オス７頭、メス３頭）。

はこわな（各地域に10基ずつ、計20基）を連続して７日間の設置。設置後、生息状況の確認のた
めの痕跡調査を２日間実施

はこわな（10基）を連続して12日間設置

（２） 生態系被害防除事業

（３）モニタリング事業

横須賀市野比・葉山町上山口

平成20年２月～平成20年３月

17頭：横須賀市10頭（オス６頭、メス４頭）、葉山町７頭（オス０頭、メス７頭）。

はこわなを10基、10晩設置した。

横須賀市野比・葉山町上山口

平成21年２月

11頭：横須賀市６頭（オス３頭、メス３頭）、葉山町５頭（オス３頭、メス２頭）。
・捕獲実施後はアライグマの痕跡無し

はこわなを10基、５日間程度の間をあけて７日間の設置を２回、計12晩設置。設置後、生息状況
の確認のため痕跡調査を２日間実施

場所

捕獲数

Ｈ18

Ｈ19

捕獲情報の分析

内容

内容

市町村が捕獲したアライグマの年齢、妊娠率及び産子数を推計する。

(2) 捕獲個体の分析

県内各市町村が平成17年度に有害捕獲したアライグマの捕獲努力量、捕獲個体の雌雄及び体重の
分析および市町村別生息数の推計（計 5,084頭）。

(1) 平成17年度有害鳥獣捕獲に基づく捕獲情報の分析

内容

いてこの程度は生息するだろうという大まかな見込み値であり、実際の生息数を示しているものではない。
（計画当初4,030頭）

県内市町村が平成19年度に捕獲したアライグマの捕獲努力量、捕獲個体の雌雄及び体重の分析と
年次変化の把握および市町村別生息数の推計（計 3,174頭）。

捕獲情報の分析

県内市町村が平成18年度に捕獲したアライグマの捕獲努力量、捕獲個体の雌雄及び体重の分析と
年次変化の把握および市町村別生息数の推計（計 4,861頭）。

21頭（オス11頭、メス10頭）

必要捕獲努力量について検証するため、超高密度の１地域において捕獲を行い捕獲効率の低減方
法の実証

Ｈ20

Ｈ21 内容
（２）捕獲努力量の検証

県内市町村が平成20年度に捕獲したアライグマの捕獲努力量、捕獲個体の雌雄及び体重の分析と
年次変化の把握および市町村別生息数の推計（計 2,759頭）。

（１）捕獲情報の分析

県内全域および横須賀市・葉山町（必要捕獲努力量の検証）
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５ 感染症等緊急対応体制

【アライグマ回虫による幼虫移行症等人獣共通感染症への対応】

《基本的考え方》

○ 県及び市町村は、あらかじめ、糞分析協力機関（大学、県衛生研究所、国立感染症研究所等）

や糞採取協力事業者（捕獲業者等）等の危機管理体制を確認する。

○ 捕獲等を実施する県、市町村、農業者団体等は、捕獲実施者等に対し、危険性や予防法等な

ど、知識や技術の情報提供に努めるとともに、感染症が確認された場合等の通報体制の周知徹

底を図る。

《通報及び対応体制》

○ アライグマ回虫等人獣共通感染症の疑いのある事象を確認した機関は、速やかに個体提供市

町村及び県（自然環境保全課）に通報する。

○ 確認機関から県（自然環境保全課）に通報された情報は、速やかに県（健康危機管理課）に

情報提供する。

○ 県（自然環境保全課）は、環境省はじめ、県内市町村鳥獣行政所管課及びアライグマ回虫調

査（糞分析、糞採取）協力関係団体、試験研究機関、引取飼養斡旋団体等に通報するとともに、

県（健康危機管理課）と調整のうえ、適切な広報に努める。

（必要に応じ）

【狂犬病への対応】

○ 狂犬病への対応については、狂犬病予防法及び同法関係政省令等に基づき対応する。

県（健康危機管理課）

人獣共通感染症対応

県内市町村

確認機関等

環境省 関係団体・試験研究機関等地域県政総合センター

自然環境保全センター

従事者

参考資料 ５

個体提供市町村対応

個体提供市町村 県（自然環境保全課）
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６ 用語集

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

鳥獣保護事業を実施し､狩猟を適正化することによ

り､鳥獣の保護繁殖､有害鳥獣の駆除及び危険の予防

を図り、生活環境の改善及び農林水産業の振興に資す

ることを目的として、大正7年に制定された法律（鳥

獣保護及狩猟ニ関スル法律）で、平成14 年７月に「鳥

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成15年

4月16日施行）に全面改正された。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農

林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、

人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に

寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資す

ることを目的として、平成16年に制定された法律。

問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生

物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸

入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等

を行うこととしている。

特定外来生物

おおむね明治元年以降、海外から導入された外来

生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産

業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるも

のとして、主務大臣によって指定されたもの。

特定外来生物に指定されたものについては、輸入

や飼育、栽培などが原則禁止されるとともに防除の

対象となる。

生態系

自然界に存在するすべての種は、各々が独立して存

在しているのではなく、食うもの食われるものとして

食物連鎖に組み込まれ、相互に影響しあって自然界の

バランスを維持している。これらの生物に加えて、そ

れを支配している気象、土壌、地形などの環境も含め

て生態系と呼ぶ。互いに関連をもちながら安定が保た

れている生物界のバランスは、ひとつが乱れるとその

影響が全体に及ぶだけでなく、場合によっては回復不

能なほどの打撃を受けることもある。

モニタリング

継続的な観測を行うこと。

メッシュ

一定の経度、緯度で地域を網の目状に区画する「標

準地域メッシュ・システム」により設定された区画。

１次メッシュ（経度差１度、緯度差40 分で区画さ

れた範囲）、２次メッシュ（１次メッシュを縦横８

等分）、３次メッシュ（２次メッシュを縦横10 等分）

等があり、３次メッシュは約１km 四方となっている。

有害鳥獣

法令による有害な鳥獣の定義はないが、一般的に

は人間生活に対し、経済や生活環境等に害性を及ぼ

す個々の鳥獣を有害鳥獣といっており、農林水産物

等を食害するものや家屋に侵入し、排泄物等により

被害を与えるものが大部分である。

捕獲効率（ＣＰＵＥ）

わな設置日数１日（晩）あたりのアライグマの捕

獲数

捕獲効率が下がることは、一定の面積における生

息密度が下がったことを意味する。

通常、動物の生息密度を反映するとされている。

捕獲努力量（ＴＮ）、必要捕獲努力量

単位面積当たりの延べわな設置数、すなわち、

その年に設置したわなの数と日数（晩の数）をか

けたものが「捕獲努力量」で、トラップナイト（＝

ＴＮ）と呼ばれる。例えば、100 台のわなを１晩

かければ100ＴＮで、１台のわなを101日（＝100

晩）かけても100ＴＮである。必要捕獲努力量は、

地域の捕獲効率低減のために必要な捕獲努力量

を投入すること。

狩猟免許

狩猟鳥獣を捕獲するために必要な免許で、その取

得にあたっては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律（別記）に基づく試験に合格しなければ

ならない。

マイクロチップ

直径約 2mm、長さ約 12mm の皮膚の下に埋め込む

小さな電子標識器具（ＩＣチップ）。

マイクロチップに書かれている番号は、専用のリー

ダーという装置を使って読むことができる。

参考資料 ６


